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〇平成 27年度実施の盛岡市立学校給食単独調理場実態調査の結果について 

 

１ 調査業務委託の概要 

(1) 調査目的 

    既存の単独調理場の今後の整備運営方針を検討する資料を得るため，第三者による調査及び 

評価を実施する。 

(2) 調査対象     

    ドライシステム化対応未実施の単独調理場（24か所） 

     ※対象外：杜陵小学校，中野小学校，繋小学校及び城北小学校 

(3)  調査の前提 

  ア 現行の学校給食衛生管理基準に適合した施設設備とすること。 

イ 現在の調理食数や作業動線を考慮し，衛生的かつ安全な作業が確保される設備・機器を選 

定することとし，作業空間を考慮した配置とすること。 

   ウ アレルギー対応設備については，各学校の児童生徒数の３％程度の人数に対応できる設備

とすること。 

(4)  調査の内容    

ア 対象の単独調理場において，現状の施設面積のままドライシステムを導入するための改修

の可否の検証 

  イ 改修が可能な場合の概算工事費の積算及び厨房機器配置等の図面の作成 

ウ 現状の施設面積でドライシステム導入が不可能な場合に,改修に必要な面積の算出，概算工

事費の積算，調理室の参考配置等の図面作成等 

 （5）委託期間 

    平成27年10月30日～平成28年３月31日 

  

２ 調査結果の概要 

(1) 単独調理場の評価 

ア 各学校個別の現状における問題点は，合計で延べ 400項目以上，１校当たり 15～20項目前 

後である。 

（ア）各校共通事項 

  ・全体面積が狭い（洗浄室が区画できない，適切な作業動線が確保できない等） 

  ・ドライシステムとなっていない 

  ・汚染・非汚染作業区域が明確に区分されていない 

  ・和え物の調理が困難（適切な作業空間や急速冷却機などの必要設備がない） 

（イ）個別事項 

  ・食物アレルギーの対応行う適切なスペースが確保できない。調理機器がない。 

  ・手洗い場のシンクが肘までを洗うためには大きさが不足している。 

  ・トイレの位置が食品を取り扱う場所に近接している 

  ・配管やダクトがむき出しとなっているため，埃がたまり，落下する危険がある。 
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イ 既存施設は，現在の学校給食衛生管理基準への対応が困難であり，劣化の激しい箇所の補 

修では根本的な解決には至らない。 

ウ ドライシステムの必要性や配管の交換・耐震性等を考慮すると，部分的な増築や改修によ

る延命より，各学校に適した衛生的で安全安心なプランニングによる新築の給食施設がより

良いものであると判断される。 

(2) 受託業者の施設整備案の特徴(現施設からの主な変更点) 

 施設整備設計案 現状 

システム ドライシステム ウエットシステム 

作業スペースの

区分け 

検収室，下処理室，調理室，洗

浄室を部屋として独立 

時間帯使い分け運用などによ

り対応 

トイレ位置及び

前室 

食品を取り扱う部屋から３ｍ

以上離し，前室を確保 

トイレと食品を取扱う部屋が

近接している。前室が無い。 

調理室前室 前室を明確化 
廊下との兼用など，調理室の

前室としては不明確 

アレルギー対応 専用室又はスペースの確保。 調理室の一部スペースで対応 

配膳方法 

調理員がクラス毎の配膳台車

に食缶，食器を積載し，児童が

エレベータ等を使用して教室

まで運搬 

調理員が食缶をカウンターに

並べ，消毒保管庫で保管して

ある食器と併せて児童生徒た

ちが取り出して教室まで運搬 

重い食缶は，調理員が食品用

エレベータで上階配膳室まで

運搬，配置 

調理室内給湯 給湯器対応(ボイラー室撤去) ボイラー対応 

 

(3) 改築する場合の想定施設規模 

    現在の調理場の施設面積の中で基準に適合したドライシステムが導入可能なのは，24校中 

１校のみであり，23校については施設の拡張（敷地内増設：21校，別用地新築：２校）によ 

り対応する必要がある。 

ア 食数       ：約 10,100食 

イ 改築前の調理場面積：全体で 5,197㎡ 

ウ 改築後の調理場面積：全体で 6,808㎡ 

1,611㎡増加（平均で約 67㎡の増加。増加率 131％） 

(4) 改築する場合の概算工事費 

〇工事費内訳                          （単位：千円） 

項目 工事費 解体費 厨房機器 計 税込（10％） 

金額 3,931,126 16,952 1,032,357 5,133,002 5,543,643 

※既存施設の解体費，新築費，調理機器等の整備費を含む。 

※設計費，工事監理費，地質等調査費を含まない。 
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※調理場外部分の配管工事，既存施設の移設，外構工事及び用地取得費を含まない。 

 

(5) 改築する場合の工事期間 

    既存施設の解体から新施設の供用開始まで１年程度 

 

３ 受託業者の施設整備案の課題 

(1) 各学校にエレベータの設置が必要であること。 

(2) 整備による施設面積の増加に伴い，排水グリストラップやプロパン庫などの附帯構造物，マ

ンホール，受電設備等の近接する構造物の移設等が必要な場合があること。 
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